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2019年７月10日

株 主 各 位
秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79－１

イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社
代表取締役社長 菅 原 雅 史

第31期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第31期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年７月25日（木曜日）午
後５時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年７月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79－１

インスペック株式会社　本社会議室 (TEL 0187－54－1888)
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第31期（2018年５月１日から2019年４月30日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第31期（2018年５月１日から2019年４月30日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役１名選任の件

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申しあげます。

２．株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレス　http://www.inspec21.com）に掲載させていただきます。

３．当社は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次
に掲げる事項については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.inspec21.com）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通
知の提供書面には記載しておりません。
　①　連結計算書類の「連結注記表」
　②　計算書類の「個別注記表」
なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を
作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2018年５月１日から
2019年４月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果

（全体）

　当連結会計年度（2018年５月１日～2019年４月30日）における世界経済

は、欧州においては英国のＥＵ離脱の動向が不透明な状況が続いているこ

となどから減速傾向にあり、米国では堅調さを維持しているものの米中貿

易摩擦の影響により不透明感が増してきております。一方、わが国経済に

つきましては、企業の設備投資が堅調に推移し、個人消費が緩やかに回復

傾向にあるものの、米中貿易摩擦による中国景気の減速リスクが取り沙汰

されてきており、今後の景気動向を慎重に見ていく必要があります。

　このような経営環境の中、当社グループの当連結会計年度の売上高は

2,847百万円（前連結会計年度比48.3％増）、営業利益は316百万円（前連

結会計年度は営業損失256百万円）、経常利益は281百万円（前連結会計年

度は経常損失275百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は222百万円

（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失463百万円）となりま

した。

　なお、第１四半期連結会計期間より、当社連結子会社であったパスイメ

ージング株式会社（以下、パスイメージングといいます。）を持分法適用

会社に変更しております。また、第２四半期連結会計期間において、当社

が保有するパスイメージングの株式を一部売却したことにより、同社を持

分法適用の範囲から除外しております。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

　当社グループは、連結子会社であったパスイメージングを持分法適用会

社へ変更及び持分法適用会社から除外したため、同社が担っていた「デジ

タルパソロジー関連機器事業」を報告セグメントから除外しました。
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　ⅰ）半導体パッケージ基板・精密基板検査装置関連事業（当社）

　当連結会計年度におきましては、当社が戦略的に取り組んでおります

ロールtoロール型検査装置及び次世代半導体向け超精密基板検査装置の

受注や引き合いが引き続き増加しており、当連結会計年度末における受

注残高は1,321百万円となっております。また、2018年４月に開示いたし

ました大型受注案件が当初の計画通りに全て納入になったことなどから、

当連結会計期間の売上高は計画通りの実績となりました。

　この結果、当事業の売上高は2,287百万円（前連結会計年度比69.9％

増）となり、セグメント利益は328百万円（前連結会計年度はセグメント

損失19百万円）となりました。

　ⅱ）精密基板製造装置関連事業（First EIE SA）

　当連結会計年度におきましては、当事業の主力製品でありますフォト

プロッター（基板のフィルム原版を印刷する装置）及びダイレクトイメ

ージング装置（基板にパターンを直接描画する装置）が売上を牽引して

おりますが、期初に計画しておりました大型のフォトプロッターの納入

時期が翌期にずれ込んだことなどから、当連結会計年度の売上高は当初

計画を下回りました。

　この結果、当事業の売上高は559百万円（前連結会計年度比3.2％増）

となり、セグメント損失は22百万円（前連結会計年度はセグメント損失

98百万円）となりました。

（研究開発）

　当事業年度における研究開発活動の総額は128百万円であります。

　その主なものは、当社検査装置におけるロールtoロール向け画像処理

システム、高速インライン検査システム等の開発及びＡＩを活用した欠

陥分類システムの開発によるものであります。

②　資金調達の状況

　当社は、受注増加が必要運転資金の増加に直結する事業形態であり、

今後も継続して受注の増加が続く見込みであることから、安定的な資金

調達手段の確保のために、株式会社秋田銀行をアレンジャーとするシン

ジケートローン契約（2018年12月25日締結、コミットメント期間2018年

12月28日～2019年12月30日、総額20億円）を締結しております。

　当連結会計年度において、この契約に基づく資金調達（当連結会計年

度末における借入実行残高３億52百万円）を行っております。
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③　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました設備投資は85,155千円であ

り、このうち、2019年12月竣工予定の本社生産工場の増築に関する当連

結会計年度の支出は10,450千円であります。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　特記すべき事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　特記すべき事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　特記すべき事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　当社は、当社連結子会社であったパスイメージングを持分法適用会社

に変更し、さらに同社株式の一部を売却したことにより、同社を持分法

適用の範囲から除外しております。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

　①　企業集団の財産及び損益の状況

期別
区分

第28期
2016年４月期

第29期
2017年４月期

第30期
2018年４月期

第31期
(当連結会計年度)

2019年４月期

売 上 高 (千円) 1,628,220 2,159,413 1,920,039 2,847,404

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）

(千円) △41,398 134,037 △275,880 281,366

親会社株主に帰
属する当期純利
益又は親会社株
主に帰属する当
期純損失（△）

(千円) △25,239 106,316 △463,121 222,017

１ 株 当 た り
当期純利益又は
１株当たり当期
純 損 失 （ △ ）

(円) △9.70 40.81 △143.61 67.37

総 資 産 (千円) 2,115,251 2,490,515 3,013,611 3,026,200

純 資 産 (千円) 789,023 1,203,365 1,132,034 1,261,172

１ 株 当 た り
純 資 産

(円) 234.56 296.67 275.23 346.20

　②　当社の財産及び損益の状況

期別
区分

第28期
2016年４月期

第29期
2017年４月期

第30期
2018年４月期

第31期
(当事業年度)
2019年４月期

売 上 高 (千円) 1,068,279 1,507,263 1,346,460 2,287,430

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）

(千円) 40,928 171,330 △21,106 326,047

当期純利益又は当
期 純 損 失 ( △ )

(千円) 30,236 146,496 △543,273 265,814

１ 株 当 た り
当期純利益又は
１株当たり当期
純 損 失 （ △ ）

(円) 11.62 56.24 △168.46 80.66

総 資 産 (千円) 1,848,990 2,074,149 2,196,421 2,867,903

純 資 産 (千円) 632,646 906,332 953,466 1,253,819

１ 株 当 た り
純 資 産

(円) 234.70 317.61 269.83 351.21
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

　①　親会社の状況

該当事項はありません。

　②　重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

First EIE SA 62百万円 89.0%
精密基板製造
装置関連事業

（注）当社の連結子会社でありましたパスイメージングを持分法適用会社に

変更し、さらに、当社が保有する同社株式の一部を売却したことによ

り、同社を持分法適用の範囲から除外しております。

(4) 対処すべき課題

　当社は、経営の基本方針に基づき次の課題に取り組んでおります。

①　生産工場の増築及び人員の増強

当社は、数年前から戦略的に取り組んできた主力製品（ハイエンド基

板向けＡＯＩ及びフレキシブル基板向けロールtoロール型検査装置等）

の受注が増加しており、生産能力の強化が必要となっております。今後

の中期的見通しをもとに、現有の工場面積を倍増させ、生産能力を２倍

強に増強を図り、顧客のニーズに対応するとともに、より一層の収益拡

大を図るものであり、本年12月に竣工の予定で取り組んでおります。ま

た、人員の増強対策として、引き続き新卒の採用及び中途採用に関する

各種取組を強化して人員の獲得に努めるとともに、前中期経営計画期間

から強化してまいりました人材育成の取り組みについて、若手社員・中

堅社員・マネジメント層の全般にわたり継続的に育成プログラムを推進

してまいります。

②　製品競争力の強化

当社が強い競争力を持つロールtoロール型検査装置は、昨今のＩｏＴ

関連の拡大に伴いニーズが大きく高まっていくことが見込まれておりま

す。この競争力を持続し更に高めていくため、精密搬送システムとして

高度化を進めていくとともに、心臓部である画像処理システム及び光学

システムについて、さらなる高速化のみならずユーザーフレンドリーな

インターフェースの開発など、ユーザーのニーズを先取りして取り組ん

でまいります。
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同時に、徹底した標準化によるコストダウンを進め、コスト面におい

ても高い競争力を持てるよう取り組んでまいります。

③　サービス体制の構築

ロールtoロール型検査装置は、今後、中国及び南アジア地域の工場へ

多数台の導入が計画されております。これらの装置について安定した稼

働状態を維持するため、また、万が一故障が発生した場合に迅速に対応

できるようにするため、保守サービス体制の構築が重要となります。

当社では、台湾の子会社に所属するフィールドエンジニアを中心にメ

ーカーとしてのサポート体制を構築する一方、それぞれの国のサポート

専門企業と保守サービスに関する契約を結び、現地で迅速に対応できる

体制を構築し、各工場が安心して運用できる体制を構築してまいります。

④　精密基板製造装置関連事業との連携

　精密基板製造装置関連事業（First EIE SA）は、2017年９月に本社工

場を移転したことにより工場面積が増加し、大型のフォトプロッターを

はじめとする新製品が製造可能になるなど、生産能力が大幅に増強され

ました。営業面においては、米中貿易摩擦により中国市場における影響

が一部では見られますが、主力製品でありますフォトプロッターの販売

需要は依然として高く、引き続き販売代理店を通して販路拡大に取り組

んでまいります。

　また、当社は、将来的にはFirst EIE SAが持つ販売網を活用し、当社

検査装置のヨーロッパ市場における販売及びサービス拠点として運用す

る予定でまいります。
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(5) 主要な事業内容（2019年４月30日現在）

　当社グループは、半導体パッケージ基板・精密基板検査装置関連事業及び

精密基板製造装置関連事業を行っております。

　主要な製品は次のとおりであります。

区 分 主 要 製 品 名

半導体パッケージ基板・
精密基板検査装置関連事業

ロールtoロール型検査装置、フラットベ
ッド型検査装置、インライン検査装置

精密基板製造装置関連事業
フォトプロッター、ダイレクトイメージ
ング、インクジェットプリンター

(6) 主要な営業所及び工場（2019年４月30日現在）

①　当社

本社及び工場 秋田県仙北市

　東京オフィス

　長野サポートセンター

東京都港区

長野県長野市

※　甲信越地域における顧客サービスの向上を図るため、2019年１月23日

に新規に長野サポートセンターを開設しております。

②　子会社

　First EIE SA スイス・ニヨン

(7) 使用人の状況（2019年４月30日現在）

 ①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

半導体パッケージ基板・
精密基板検査装置関連事業

62名(－) 13名増（－）

精密基板製造装置関連事業 16名(－) 1名増（－）

デジタルパソロジー
関連機器事業

－ 13名減（－）

合　計 78名(－) 1名増（－）

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

２．連結子会社でありましたパスイメージングを持分法適用の範囲から除外したこと

により、デジタルパソロジー関連機器事業の使用人数は含んでおりません。
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 ②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

62名(－) 13名増(－) 41.9歳 9.0年

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載

しております。

(8) 主要な借入先の状況（2019年４月30日現在）

借 入 先 借 入 残 高

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 352百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 299百万円

株 式 会 社 秋 田 銀 行 200百万円

株 式 会 社 北 都 銀 行 ８百万円

（注）シンジケートローンは、株式会社秋田銀行他２行からの協調融資によるものです。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

－ 9 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項



２．会社の現況

(1) 株式の状況(2019年４月30日現在)

　①　発行可能株式総数 10,000,000株

　②　発行済株式の総数　　　　　　　　 3,301,800株

（注）新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は7,700株増加し

ております。

　③　株主数 1,664名

　④　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

菅 原 雅 史 260,900株 7.90％

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 197,900株 5.99％

M S I P  C L I E N T  S E C U R I T I E S 152,700株 4.62％

松 井 証 券 株 式 会 社 126,800株 3.84％

N O R T H E R N  T R U S T  C O . ( A V F C ) 112,000株 3.39％

緒 方 顯 吉 101,400株 3.07％

加 賀 谷 　 幸 　 男 98,800株 2.99％

株 式 会 社 国 際 教 育 セ ン タ ー 84,700株 2.56％

高 橋 秋 男 76,800株 2.32％

小 林 　 晃 75,800株 2.29％

（注）持株比率は自己株式（31株）を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況

  ①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

第５回新株予約権 第６回新株予約権

発行決議日 2013年７月１日 2016年７月１日

新株予約権の数 490個 425個

新株予約権の目的

となる株式の種類

と数

普通株式　　　49,000株

（新株予約権１個につき

100株）（注１）

普通株式　　　42,500株

（新株予約権１個につき

100株）

新株予約権の払込

金額

新株予約権と引換えに払込

を要しない

新株予約権と引換えに払込

を要しない

新株予約権の行使

に際して出資され

る財産の価額

新株予約権１個当たり

41,900円

　　（１株当たり419円）

新株予約権１個当たり

144,900円

　（１株当たり1,449円）

権利行使期間
2015年７月２日から

2023年６月13日まで

2018年７月２日から

2026年６月23日まで

行使の条件

（注２）

①　新株予約権の割当てを受

けた者が新株予約権の権利

行使期間到来前に死亡した

場合は、その権利を喪失す

る。なお、新株予約権の割

当てを受けた者が新株予約

権の権利行使期間到来後に

死亡した場合は、相続人が

その権利を行使することが

できる。

①　　　　　同左

②　新株予約権の質入れその

他一切の処分は認めない。

②　　　　　同左

③　その他の権利行使の条件

は、当社と新株予約権の割

当てを受ける者との間で締

結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。

③　　　　　同左
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第５回新株予約権 第６回新株予約権

役員
保有
状況

取締役

（社外取締

役を除く）

新株予約権の数　　 195個

目的となる株式数

　　　　　　　　19,500株

保有者数（注３）　　２名

新株予約権の数　　 123個

目的となる株式数

　　　　　　　　12,300株

保有者数（注４）　　３名

監査役

新株予約権の数　　　０個

目的となる株式数　　０株

保有者数　　　　　　０名

新株予約権の数　　　８個

目的となる株式数　 800株

保有者数　　　　　　２名

（注１）当社は2013年11月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を

行っております。これに伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使

価額を調整し、調整による生じる１円未満の端数は切り上げております。

　　　　　調整前行使価額　　　　　　　　41,843円

　　　　　調整後行使価額　　　　　　　　　 419円

（注２）付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）においても、当社又

は当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあるこ

とを要します。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により

退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認め

た場合は、この限りではありません。

（注３）取締役保有者２名のうちの１名に付与している新株予約権は、使用人と

して在籍中に付与されたものであります。

（注４）取締役保有者３名のうちの１名に付与している新株予約権は、使用人と

して在籍中に付与されたものであります。

第７回新株予約権 第９回新株予約権

発行決議日 2017年７月３日 2018年４月20日

新株予約権の数 45個 500個

新株予約権の目的

となる株式の種類

と数

普通株式　　　 4,500株

（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　　50,000株

（新株予約権１個につき

100株）

新株予約権の払込

金額

新株予約権と引換えに払込

を要しない

新株予約権と引換えに払込

を要しない

新株予約権の行使

に際して出資され

る財産の価額

新株予約権１個当たり

134,200円

　（１株当たり1,342円）

新株予約権１個当たり

120,700円

　（１株当たり1,207円）

権利行使期間
2019年７月４日から

2027年６月22日まで

2020年４月21日から

2028年４月15日まで
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第７回新株予約権 第９回新株予約権

行使の条件

（注１）

①　新株予約権の割当てを受

けた者が新株予約権の権利

行使期間到来前に死亡した

場合は、その権利を喪失す

る。なお、新株予約権の割

当てを受けた者が新株予約

権の権利行使期間到来後に

死亡した場合は、相続人が

その権利を行使することが

できる。

①　　　　　同左

②　新株予約権の質入れその

他一切の処分は認めない。

②　　　　　同左

③　その他の権利行使の条件

は、当社と新株予約権の割

当てを受ける者との間で締

結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。

③　　　　　同左

役員
保有
状況

取締役

（社外取締

役を除く）

新株予約権の数　　  30個

目的となる株式数

　　　　　　　　 3,000株

保有者数（注２）　　３名

新株予約権の数　　 114個

目的となる株式数

　　　　　　　　11,400株

保有者数（注２）　　３名

社外取締役

新株予約権の数　　  ０個

目的となる株式数　　０株

保有者数　　　　　　０名

新株予約権の数　　  ８個

目的となる株式数 　800株

保有者数　　　　　　１名

監査役

新株予約権の数　　　０個

目的となる株式数　　０株

保有者数　　　　　　０名

新株予約権の数　　　20個

目的となる株式数 2,000株

保有者数　　　　　　３名

（注１）付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）においても、当社又

は当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあるこ

とを要します。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により

退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認め

た場合は、この限りではありません。

（注２）取締役保有者３名のうちの１名に付与している新株予約権は、使用人と

して在籍中に付与されたものであります。
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インスペック株式会社

2017年新株予約権

インスペック株式会社

2018年新株予約権

発行決議日 2017年９月20日 2018年８月20日

新株予約権の数 29個 100個

新株予約権の目的

となる株式の種類

と数

普通株式　　　 2,900株

（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　　10,000株

（新株予約権１個につき

100株）

新株予約権の払込

金額

新株予約権１個当たり１円

上記払込金額は、各募集新

株予約権の割当てを受ける

者が当社に対して有する同

額の報酬債権と相殺するも

のとする。

同左

新株予約権の行使

に際して出資され

る財産の価額

各募集新株予約権の行使に

際して出資される財産の価

額は、当該各募集新株予約

権を行使することにより交

付を受けることができる株

式１株当たりの払込金額を

１円とし、これに付与株式

数を乗じた金額とする。

同左

権利行使期間
2017年９月21日から

2047年９月20日まで

2018年９月20日から

2048年９月19日まで

行使の条件

①　新株予約権者は、当社の

取締役又は執行役員、監査

役、相談役、顧問、理事の

いずれの地位をも喪失した

日の翌日から10日間に限っ

て募集新株予約権を行使す

ることができる。

②　新株予約権者が死亡した

場合は、募集新株予約権を

相続できないものとする。

①　　　　　同左

②　　　　　同左

役員

保有

状況

取締役

（社外取

締役を除

く）

新株予約権の数　　　29個

目的となる株式数

　　　　　　　　 2,900株

保有者数　　　　　　２名

新株予約権の数　　 100個

目的となる株式数

　　　　　　　　10,000株

保有者数　　　　　　３名
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第11回新株予約権

発行決議日 2019年４月12日

新株予約権の数 200個

新株予約権の目的となる株式

の種類と数

普通株式　　　20,000株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払込を要しない

新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額

新株予約権１個当たり164,300円

（１株当たり1,643円）

権利行使期間
2021年４月23日から

2029年４月11日まで

行使の条件（注）

①　新株予約権の割当てを受けた者が新株予約

権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、

その権利を喪失する。なお、新株予約権の割

当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間

到来後に死亡した場合は、相続人がその権利

を行使することができる。

②　新株予約権の質入れその他一切の処分は認

めない。

③　その他の権利行使の条件は、当社と新株予

約権の割当てを受ける者との間で締結する新

株予約権割当契約に定めるところによる。

役員保有状況

取締役

（社外取締役を

除く）

新株予約権の数　　　　　　 　　　　　43個

目的となる株式数　　　　　　　　  4,300株

保有者数　　　　　　　　　　　　　　 ３名

社外取締役

新株予約権の数　　　　　　　　　　　 ３個

目的となる株式数　　　　　　　　　  300株

保有者数　　　　　　　　　　　　　　 １名

監査役

新株予約権の数　　　　　　　　　　　 ７個

目的となる株式数　　　　　　　　　  700株

保有者数　　　　　　　　　　　　　　 ３名

（注）付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）においても、当社又

は当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあるこ

とを要します。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により

退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認め

た場合は、この限りではありません。
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　②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権等の状況

第11回新株予約権

発行決議日 2019年４月12日

新株予約権の数 200個

新株予約権の目的となる株式

の種類と数

普通株式　　　20,000株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払込を要しない

新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額

新株予約権１個当たり164,300円

（１株当たり1,643円）

権利行使期間
2021年４月23日から

2029年４月11日まで

行使の条件（注）

①　新株予約権の割当てを受けた者が新株予約

権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、

その権利を喪失する。なお、新株予約権の割

当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間

到来後に死亡した場合は、相続人がその権利

を行使することができる。

②　新株予約権の質入れその他一切の処分は認

めない。

③　その他の権利行使の条件は、当社と新株予

約権の割当てを受ける者との間で締結する新

株予約権割当契約に定めるところによる。

使 用 人 等 へ

の 交 付 状 況

当社使用人

新株予約権の数　　　　　　　　　　  140個

目的となる株式数　　　　　　　　 14,000株

交付者数　　　　　　　　　　　　　　 54名

子会社の役員

及 び 使 用 人

新株予約権の数　　　　　　　　　　　 ７個

目的となる株式数　　　　　　　　　  700株

交付者数　　　　　　　　　　　　　　 ３名

（注）付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）においても、当社又

は当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあるこ

とを要します。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により

退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認め

た場合は、この限りではありません。
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③　その他新株予約権等に関する重要な事項

2017年10月５日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

第10回新株予約権

割 当 日 2017年10月31日

新 株 予 約 権 の 総 数 4,400個

発 行 価 額
5,412,000円（新株予約権１個につき

1,230円）

当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数
440,000株（新株予約権１個につき100

株）

資 金 調 達 の 額

560,252,000円

（内訳）

本新株予約権の払込による調達額：

5,412,000円

本新株予約権の行使による調達額：

554,840,000円

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
2017年10月31日から

2022年10月31日まで

行 使 価 額 １株につき1,261円

募 集 又 は 割 当 先

第三者割当の方法により、全額を株式会

社ウィズ・パートナーズが業務執行組合

員を務めるTHEケンコウFUTURE投資事業

有限責任組合に割り当てた。

（注）2019年４月30日時点で本新株予約権は行使されておりません。
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(3) 会社役員の状況

 ①　取締役及び監査役の状況（2019年４月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 社 長 菅 原 雅 史 ―

取 締 役 冨 　 岡 　 喜 榮 子 管理本部長

取 締 役 渡 辺 晃 彦 営業統括部長

取 締 役 小 林 英 明

H2Rコンサルティング株式会社代

表取締役

小林英明税理士事務所所長税理

士

サンファースト株式会社監査役

一般社団法人エコの輪代表理事

パスイメージング株式会社監査

役

常 勤 監 査 役 藤 田 幸 治 ―

監 査 役 菅 原 佳 典 菅原佳典法律事務所所長

監 査 役 佐 野 元 彦
株式会社サノ・コーポレーション代表取締役
株式会社サノ・ファーマシー代表取締役
株式会社サノ・ホールディングス代表取締役

   （注）１．取締役小林英明氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役藤田幸治氏、監査役菅原佳典氏及び監査役佐野元彦氏は、社外監査役で

あります。

３．取締役小林英明氏及び常勤監査役藤田幸治氏は、株式会社東京証券取引所が一般株

主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
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 ②　取締役及び監査役の報酬等

   イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

４名
（１）

58,004千円
（2,195千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

３名
（３）

8,454千円
（8,454千円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

７名
（４）

66,459千円
（10,649千円）

   （注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

   ２．取締役の報酬限度額は、2018年７月27日開催の第30期定時株主総会において年額

100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

また、別枠で2017年７月28日開催の第29期定時株主総会において、ストック・オプシ

ョン報酬額として年額30百万円内と決議いただいております。

   ３．監査役の報酬限度額は、2000年７月27日開催の第12期定時株主総会において年額20

百万円以内と決議いただいております。

４．上表の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における役員賞与14,600千円（取締役４名13,250千円（うち社外取締役

１名550千円）、監査役３名1,350千円）

・当事業年度における役員賞与引当金繰入額11,000千円

・ストック・オプション報酬に係る費用計上額13,584千円（取締役４名12,674千円

（うち社外取締役１名335千円）、監査役３名909千円）

ロ．当事業年度において支払った役員退職慰労金

　2018年７月27日開催の第30期定時株主総会決議に基づき、2018年４月30日

及び2018年12月31日に退任した取締役に支払った役員退職慰労金は以下の

とおりであります。

取締役　２名　43百万円

合　計　２名　43百万円

 ③　責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、社外取締役及

び社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同

法第425条第１項に定める 低責任限度額を限度とする旨の契約を社外取

締役及び各社外監査役との間で締結しております。

－ 19 －

会社役員の状況



 ④　社外役員に関する事項

(i)　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役小林英明氏は、Ｈ２Ｒコンサルティング株式会社代表取締役、

小林英明税理士事務所所長、サンファースト株式会社監査役、一般社団

法人エコの輪代表理事並びにパスイメージング株式会社監査役でありま

すが、当社との間には特別な関係はありません。

　監査役菅原佳典氏は、菅原佳典法律事務所所長でありますが、当社との

間には特別な関係はありません。

　監査役佐野元彦氏は、株式会社サノ・コーポレーション、株式会社サ

ノ・ファーマシー並びに株式会社サノ・ホールディングスの代表取締役で

ありますが、当社との間には特別な関係はありません。

(ⅱ)　当事業年度における主な活動状況

　・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（20回開催） 監査役会（13回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 小 林 英 明 20回 100.0％ － －

監 査 役 藤 田 幸 治 20回 100.0％ 13回 100.0％

監 査 役 菅 原 佳 典 15回 75.0％ 12回 92.3％

監 査 役 佐 野 元 彦 13回 65.0％ ９回 69.2％

・取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役小林英明氏は、当社事業展開上のアドバイスや疑問点等を明

らかにするため適宜質問し意見を述べております。

　監査役藤田幸治氏は、主に業務監査、会計監査全般の見地から、監

査役菅原佳典氏は、主に法務面に関して、監査役佐野元彦氏は、主に

経営面に関する意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適

正性を確保するため、また、監査の方法及び結果、その他の監査役の

職務の執行に関する事項に係る助言・提言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

　①　名称　　　監査法人アヴァンティア

　②　報酬等の額

 (ⅰ)　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,300千円

 (ⅱ)　当社及び子会社が支払うべき金銭その他の

　　　 財産上の利益の合計額

19,300千円

　（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分でき

ませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載

しております。

 (ⅲ)　会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意をした理由

　監査役会は、監査法人アヴァンティアの報酬等の額について、監査

計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積算出根拠などが適

切であると判断し、これに同意いたしました。

　③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を

株主総会の会議の目的とすることといたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合には、監査役会は監査役全員の合意により会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招

集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。

　④　責任限定契約の内容の概要

　受嘱者の会社法第423条第１項の責任について、受嘱者が職務を行うにつ

き善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する

低責任限度額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とい

たします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　    取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。（取締役会において、内部統制に関する基本方針

について以下のとおり決議しております。）

  ①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

　ための体制

(ⅰ)　取締役及び取締役会は、コンプライアンスを経営の重要課題の一つと

認識し、かつ、コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプラ

イアンス委員会を設置する。

　各部室にはコンプライアンス責任者・担当者をそれぞれ配置する。

(ⅱ)　取締役会は、コンプライアンスの適切な運営のため、年度ごとのコン

プライアンスプログラムを決定するとともに、コンプライアンス・マニ

ュアルを制定し、コンプライアンス重視の組織風土の醸成・定着に努め

る。

(ⅲ)　コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・プログラムの進捗状

況を３ヵ月に１回以上、取締役会、監査役会に対して報告する。また、

内部監査室はコンプライアンス体制について監査を行い、その結果を取

締役会、監査役会へ報告する。

(ⅳ)　当社の従業員が、法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速

やかにコンプライアンス委員会へ報告する。この場合、匿名でも受け付

けるものとする。

(ⅴ)　当社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の

構築、評価及び報告が適切に行われる体制を整備、運用することとする。

　②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役会の議事録のほか、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理

　規程に基づき保存、管理する。

　③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)　当社の業務に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき把握、

管理する。

(ⅱ)　リスク管理に関する統括部門として、リスク管理委員会を設置し、有

事の場合は危機対応マニュアルに基づき、社長を本部長とする「緊急対

策本部」が統括して危機管理にあたることとする。
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(ⅲ)　各業務に所在するリスクについての管理方針は取締役会において決定

する。

　各部門を担当する取締役は、各業務に所在するリスクの管理方法及び

各業務に所在するリスクの状況について取締役会へ報告する。

　④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)　当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取

締役の業務執行状況の監督等を行う。

(ⅱ)　当社は将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を立案

し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け

具体策を立案・実行する。

(ⅲ)　代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定

を委任された事項については、組織規程並びに職務権限規程に定める機

関または手続きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改

廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すべきものとする。

⑤　会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　当社は、当社グループの経営理念を具現化し、グループ全体の継続的な

企業価値向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を経

営上の 重要課題と位置づけ、当社における監督機能、業務執行機能を明

確化し、経営における透明性と公正性の向上と迅速な意思決定の追求に努

める。

　⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監

査役の補助業務のため監査役スタッフを置くこととし、その人事について

は、取締役会と監査役が意見交換を行う。

　⑦　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

　  報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確

　　保するための体制

(ⅰ)　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを

発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。

(ⅱ)　常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執

行状況を把握するため、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会や
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経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業

務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人

にその説明を求めることとする。

(ⅲ)　監査役は、代表取締役と会合を持ち、経営方針の確認、経営課題等の

ほか監査についての意見交換を行う。

(ⅳ)　監査役は、監査の実効性を確保するため、取締役及び内部監査室等の

社員その他の者に対していつでも報告を求めることができる。

(ⅴ)　監査役は、当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアから会計

監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を

図っていく。

⑧　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的

勢力への対応を所管する部署を管理本部と定めるとともに、反社会的勢力

排除のための社内体制の整備強化を推進し、反社会的勢力には警察等関連

機関とも連携し毅然と対応していく。

⑨　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(ⅰ)　取締役の職務執行

当事業年度において、取締役会は20回開催しており、経営上の意思決

定を行っております。なお、取締役会規程や社内規程を制定し、取締役

が法令及び定款に則って行動するように徹底しております。

(ⅱ)　監査役の職務執行

当事業年度において、監査役会は13回開催しており、監査役相互によ

る意見交換が行われております。また、監査役は、取締役会を含む重要

な会議への出席のほか、会計監査人及び内部監査人、代表取締役、並び

に社外取締役との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務

の執行について監査をしております。

(ⅲ)　リスク管理体制

内部監査室において内部監査計画を定め、内部監査を実施し、その結

果を代表取締役及び常勤監査役へ報告いたしました。

また、リスク管理委員会を開催し、想定されるリスクの軽減、予防を

図っております。
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(ⅳ)　コンプライアンスの管理

コンプライアンスプログラムに基づき、年４回コンプライアンス自己

点検リストを提出させて、法令及び社内規程を遵守するための取り組み

を行っております。

(ⅴ)　会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

当社は、重要な事項については子会社から報告を受けて、事前承認を

行っております。また、海外子会社については、会計監査人と管理部門

が実地監査を行い、結果を代表取締役に報告しております。

(ⅵ)　反社会的勢力排除に向けた対応について

管理部門において、警察等の外部専門機関と連携して反社会的勢力に

関する情報の収集を行い、会社内での周知、注意・喚起を図っておりま

す。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年４月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

そ の 他

2,504,785

977,797

416,684

22,526

117,736

787,063

149,384

34,634

△1,043

521,415

323,109

166,696

42,981

53,440

35,090

24,900

174,046

165,968

8,077

24,259

24,259

流 動 負 債 1,557,888

支払手形及び買掛金 317,727

短 期 借 入 金 552,000

1 年 内 返 済 予 定 の

長 期 借 入 金
149,856

未 払 法 人 税 等 59,223

前 受 金 317,757

賞 与 引 当 金 66,184

製 品 保 証 引 当 金 11,292

そ の 他 83,847

固 定 負 債 207,138

長 期 借 入 金 158,239

繰 延 税 金 負 債 30,837

資 産 除 去 債 務 307

そ の 他 17,754

負 債 合 計 1,765,027

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,191,329

資 本 金 825,450

資 本 剰 余 金 425,983

利 益 剰 余 金 △60,063

自 己 株 式 △41

その他の包括利益累計額 △48,254

為替換算調整勘定 △48,254

新 株 予 約 権 94,206

非 支 配 株 主 持 分 23,891

純 資 産 合 計 1,261,172

資 産 合 計 3,026,200 負 債 純 資 産 合 計 3,026,200

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2018年５月１日から
2019年４月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,847,404

売 上 原 価 1,663,041

売 上 総 利 益 1,184,362

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 868,349

営 業 利 益 316,012

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 607

補 助 金 収 入 32,181

そ の 他 958 33,750

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,311

手 形 売 却 損 10

株 式 交 付 費 870

為 替 差 損 543

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 20,327

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 30,333

そ の 他 0 68,396

経 常 利 益 281,366

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,551

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,150 10,702

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

投 資 有 価 証 券 評 価 損 14,619 14,619

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 277,448

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 52,140

法 人 税 等 調 整 額 3,443 55,583

当 期 純 利 益 221,865

非支配株主に帰属する当期純損失 152

親会社株主に帰属する当期純利益 222,017

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2018年５月１日から
2019年４月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

822,971 423,504 △288,538 △41 957,895

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

2,478 2,478 4,957

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

222,017 222,017

連 結 子 会 社 の 減
少 に よ る 非 支 配
株 主 持 分 の 増 減

6,458 6,458

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

－

当連結会計年度変動額合計 2,478 2,478 228,475 － 233,433

当連結会計年度末残高 825,450 425,983 △60,063 △41 1,191,329

その他の包括利益
累計額

新 株
予 約 権

非支配株主持
分

純 資 産
合 計為替換算調整

勘 定

その他の包括
利益累計額合
計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

△51,271 △51,271 64,626 160,783 1,132,034

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

4,957

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

222,017

連 結 子 会 社 の 減
少 に よ る 非 支 配
株 主 持 分 の 増 減

6,458

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

3,017 3,017 29,579 △136,892 △104,296

当連結会計年度変動額合計 3,017 3,017 29,579 △136,892 129,138

当連結会計年度末残高 △48,254 △48,254 94,206 23,891 1,261,172

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2019年４月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

保 険 積 立 金

そ の 他

2,175,316

883,155

367

333,286

22,526

766,774

141,921

14,859

7,494

6,137

△1,205

692,586

293,666

161,260

3,398

19,109

793

11,849

8,724

53,440

35,090

7,111

7,111

0

391,808

5,899

378,155

6,318

1,434

流 動 負 債 1,434,652

支 払 手 形 190,199

買 掛 金 98,109

短 期 借 入 金 552,000

１年内返済予定の長期借入金 149,856

未 払 金 20,199

未 払 費 用 19,216

未 払 法 人 税 等 57,594

未 払 消 費 税 等 2,684

前 受 金 283,980

預 り 金 9,227

リ ー ス 債 務 4,457

製 品 保 証 引 当 金 7,876

賞 与 引 当 金 39,251

固 定 負 債 179,431

長 期 借 入 金 158,239

繰 延 税 金 負 債 16,078

リ ー ス 債 務 4,806

資 産 除 去 債 務 307

負 債 合 計 1,614,083

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,159,613

資 本 金 825,450

資 本 剰 余 金 340,049

資 本 準 備 金 340,049

利 益 剰 余 金 △5,845

その他利益剰余金 △5,845

固定資産圧縮積立金 37,536

別 途 積 立 金 8,000

繰 越 利 益 剰 余 金 △51,382

自 己 株 式 △41

新 株 予 約 権 94,206

純 資 産 合 計 1,253,819

資 産 合 計 2,867,903 負 債 純 資 産 合 計 2,867,903

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(2018年５月１日から
2019年４月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,287,430

売 上 原 価 1,385,271

売 上 総 利 益 902,158

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 573,739

営 業 利 益 328,419

営 業 外 収 益

受 取 利 息 364

受 取 手 数 料 114

補 助 金 収 入 32,181

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 69

業 務 受 託 手 数 料 11,188

そ の 他 660 44,579

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15,628

手 形 売 却 損 10

株 式 交 付 費 用 870

為 替 差 損 108

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 30,333 46,951

経 常 利 益 326,047

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,551

関 係 会 社 株 式 売 却 益 19 4,571

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

投 資 有 価 証 券 評 価 損 14,619 14,619

税 引 前 当 期 純 利 益 315,999

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 50,935

法 人 税 等 調 整 額 △750 50,184

当 期 純 利 益 265,814

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2018年５月１日から
2019年４月30日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式

株 主
資 本
合 計資本準備金

資本剰余
金 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計

固定資産圧
縮 積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 822,971 337,570 337,570 38,852 8,000 △318,512 △271,660 △41 888,840

事業年度中の変動額

固定資産圧
縮積立金の
取 崩

△1,315 1,315 －

新株の発行
（新株予約
権の行使）

2,478 2,478 2,478 4,957

当期純利益 265,814 265,814 265,814

株主資本以
外の項目の
当事業年度
変 動 額
( 純 額 )

当事業年度の変動額合計 2,478 2,478 2,478 △1,315 － 267,130 265,814 － 270,772

当 事 業 年 度 末
残 高

825,450 340,049 340,049 37,536 8,000 △51,382 △5,845 △41 1,159,613

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

当事業年度期首残高 64,626 953,466

事業年度中の変動額

固定資産圧
縮積立金の
取 崩

－

新株の発行
（新株予約
権の行使）

4,957

当期純利益 265,814

株主資本以
外の項目の
当事業年度
変 動 額
( 純 額 )

29,579 29,579

当事業年度の変動額合計 29,579 300,352

当 事 業 年 度 末
残 高

94,206 1,253,819

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年６月24日

インスペック株式会社

取締役会　御中

監査法人アヴァンティア
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  木 村 　 直 人 

業 務 執 行 社 員 公認会計士  戸 城 　 秀 樹 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、インスペック株式会社の2018年５月

１日から2019年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め、全体としての連結計算書類の表示を検

討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、インスペック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年６月24日

インスペック株式会社

取締役会　御中

監査法人アヴァンティア
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  木 村 　 直 人 

業 務 執 行 社 員 公認会計士  戸 城 　 秀 樹 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、インスペック株式会社の2018

年５月１日から2019年４月30日までの第31期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め、全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年５月１日から2019年４月30日までの第31期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び

監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及

び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ

いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体

制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい

て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること

を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する

品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年６月28日

イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
(社 外 監 査 役 )

藤 田 幸 治 

監 　 査 　 役
(社 外 監 査 役 )

菅 原 佳 典 

監 　 査 　 役
(社 外 監 査 役 )

佐 野 元 彦 

以　上
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株主総会参考書類

議案　取締役１名選任の件

　今後の事業拡大に向け、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンス

の一層の強化を図るため、社外取締役１名の増員をお願いするものでありま

す。

　なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在

任取締役の任期の満了する時までとなります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当及び重要な
兼職の状況

所有する当社
株式の数

ど

土
もん

門
たか

孝
あき

彰

(1956年２月28日)

1978年４月　株式会社日立製作所入社

1981年４月　ＴＤＫ株式会社入社

2009年４月　ＴＤＫ株式会社生産技術/プロ

セス・デバイス開発　部長

2010年４月　独立法人　理化学研究所　フィ

ルムデバイス研究開発チームリ

ーダー(兼務)

2013年４月　一般社団法人エレクトロニクス

実装学会　常任理事

2016年３月　ＴＤＫ株式会社　Technical 

Adviser

2017年４月　株式会社秋田銀行　地域サポー

ト部　チーフアドバイザー

2017年５月　一般社団法人エレクトロニクス

実装学会　常任理事再任

2018年４月　株式会社秋田銀行　地域未来戦

略部　チーフアドバイザー(現

任)

2019年４月　一般社団法人エレクトロニクス

実装学会　電子部品・実装技術

委員会　委員長(現任)

－株

【社外取締役候補者とした理由】
　土門孝彰氏は、現在、株式会社秋田銀行地域未来戦略部チーフアドバイザーを
務められ、また、本年４月には一般社団法人エレクトロニクス実装学会電子部品・
実装技術委員会委員長に任命され、その豊富な業務経験と高度な専門知識をもと
に、専門分野で培ってきた豊富な経験・見識を当社の経営に反映いただくため、
社外取締役候補者といたしました。
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（注）１．土門孝彰氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

２．土門孝彰氏は社外取締役候補者であります。

３．当社は定款において社外取締役との間で当社に対する損害賠償責任

を限定する契約が締結できる旨を定めております。社外取締役候補者

土門孝彰氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限定契

約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限

度額は、法令が定める 低責任限度額とする予定であります。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

住　所　秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79－１

インスペック株式会社　本社会議室

ＴＥＬ　0187－54－1888

ＪＲ田沢湖線　角館駅より車で約10分

地図


